
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この詩の作者の蒔田さんは中学校の先生で、この詩は学級だよりに掲載されたものです。私も担任をしてい

たころはよくこの言葉を使っていました。小学校の低学年では、大きな返事とともに先を争うように手を上げ

ていた子どもたちが、思春期になるに減っていく・・・誰しも心当たりのある場面が描かれています。 

 今、学校では、最初にめあてや課題があり、それに向かって子どもたちが「ああでもない、こうでもない」と試

行しながら学習を進めたり、どうやったら今日の課題ができるかを自分なりにやり方を見つけて学習を進めた

りしています。それに加えてタブレットを使って学習するときもあり、上の詩が作られた時とはずいぶん様変わ

りしているかもしれません。しかし、自分の考えを発表するとなると、途端に発表したがらなくなる。これは今も

変わりありません。 

そして、この詩には続きがあります。全部で１６連７１行にもおよぶ長い詩です。（ネットにもあげられているの

でご確認ください。）「失敗を恐れずに間違えろ！」という前提に笑ったり、ばかにしたりするものはいないとい

うことが記されています。間違ったら、先生も友達も助けてくれる。そんなクラスにしたいという蒔田さんの熱

い思いが伝わってきます。 

 さて、現実の社会はどうでしょうか。多様な価値観が尊重される中で、他者についての誹謗中傷、SNS で人

を激しく非難する書込み、人を死に追いやるという事案もあるほどです。このような社会情勢ではありますが、

子どもたちには人に優しくすること、言葉を大切にすることを伝えていきたいと思います。失敗を糧に人は成

長します。失敗を乗り越えるためには周りの支えが必要です。大人も子どもも「お互いを思いやる」という気持

ちでいたいものです・・・。 

 

 

５月は憲法月間です。憲法、ルールや決まりはどうしてあるのだろうか？どんな家庭にもルールがあるよう

に社会に出れば様々なルールが存在します。多種多様な考えがある社会の中で、ある一定の基準を設けてルー

ルや決まりが作られています。学校でも子どもたちがお互いを尊重し、認め合いながらルールを守って楽しく

学校生活を送ってほしいと思います。子どもたちが人権を大切にする心を育み、地域社会の一員として健やか

に成長できるよう、教職員一同、力を尽くしてまいります。今後とも、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 令和８年５月１日 ＮＯ.２ 

京都市立向島小学校 

学校長 折戸 香里 

 

～憲法月間～



 

 

 

４月２１日（火）と２２日（水）は、授業参観と学級懇談会で 

した。１年生は入学して初めて、他の学年は進級して初めての授 

業参観です。新しい学校生活の中、新しい学年になって少し緊張 

しながらも集中して学習に取り組む姿を見ていただけたことと思 

います。 

 

学級懇談会にも多くの方にご参加いただき、ありがとうござい 

ました。おかげさまで、ご家庭での子どもたちの様子を知る有意 

義な時間となりました。次は、５月３０日（土）に休日参観を予 

定しています。引き渡し訓練も実施予定です。今後とも、学校に 

足をお運びいただき、子どもたちの活躍する姿を見ていただきた 

いと思います。 

 

 

 

 

家庭訪問では、お忙しい中時間を調整していただき、ありがとうございました。４月２７日（月）

より、玄関先での短時間ではありますが、お時間を頂戴し家庭訪問を行っています。子どもたち一

人一人を大切にするための良い時間となりますよう、気になることは遠慮なく学年担当にご相談く

ださい。家庭と学校がしっかり連携し、子どもたちの成長を支え合っていくことが大切だと考えて

おります。今後とも学校の教育活動へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 ５月２５日（月）に『放課後まなび教室』開講式を行います。担当してくださる方の紹介や、教

室での学習の取り組み方・ルールを確認します。子どもたちが安心・安全に学習できる環境

を整えてまいりたいと思いますので、保護者の皆様にもご理解ご協力をお願いいたし

ます。 

また、今年度の参加希望は５月１１日頃に配布予定をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業参観・学級懇談会

自主的に勉強する 

習慣をつけます！ 

放課後まなび教室

来校の際について

子どもたちの様子を撮影した動画や写真などを YouTube 等の SNS に投稿するといったこと

が絶対にないようにお願いします。（校内の撮影は原則不可です。） 

また、配布いたしました PTA 名札（保護者用名札）の着用にご協力をお願いいたします。紛

失された方は、学年担当までお申し出ください。 



 

 

休日の過ごし方を学校の方でも指導しましたが、ご家庭におかれましてもお話していただきます

ようお願いいたします。また、公道や自宅付近での遊び方についてもお話ください。 

≪自分で自分の身を守りましょう。≫ 

 

 

 

 

  

 

 

☆５月納入金のお知らせ☆ 

学年 学年費 PTA 会費 積立金 合計（円） 

１ 1,700 ０ ０ 1,700 

２ 1,300 ０ ０ 1,300 

３ 2,000 ０ ０ 2,000 

４ 3,500 ０ ０ 3,500 

５ 5,000 ０ ０ 5,000 

６ 2,810 ０ 690 3,500 

※銀行振替日は、５月１１日（月）です。銀行口座の残高をお確かめください。 

※PTA 会費は６月に年間１,800 円を集金します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇水の事故（宇治川には行かない・その他の河川や用水路には近づかない） 

〇交通事故（特に自転車の乗り方・右左の確認） 

〇街頭犯罪 

（一人で行動しない・危険が迫れば助けを求める 

逃げる・校区外には行かない） 

 

5 月は連休が多く地域で遊ぶ機会が多くなります。安全のため、駐車場や私有地で遊ぶこと

がないようにご指導ください。また最近、家の前やマンション前で遊ぶ子どもへのクレームが

学校へ寄せられることがあります。（飛び出し・ゴミすて・自転車放置）学校でも指導をしてお

りますが、ご家庭でもよろしくお願いします。 

万一、登校の際等に、車で送って来られる場合は、ご迷惑がかかりますので学校近隣の駐車

場や私有地に車を駐停車しないようにお願いします。 

 



 

　 ５月行事予定　
日 曜日 行　事・児　童 保健・安全 地域・PTA等

1 金
家庭訪問④
木曜5校時

2 土

3 日 憲法記念日

4 月 みどりの日

5 火 こどもの日

6 水 振替休日

7 木 完全下校 視力検査５・６年

8 金
全校朝会
家庭訪問⑤ 木曜5校時

9 土

10 日

11 月
委員会活動①
銀行振替日

視力検査３・４年

12 火 視力検査１・２年・く

13 水 フッ化物洗口開始

14 木
6年 修学旅行
完全下校

15 金
6年 修学旅行
1年交通安全教室

安全の日

16 土

17 日

18 月
避難訓練
クラブ活動①

いいなの日

19 火
1年生を迎える会 心電図１年 9時～

検尿①

20 水
現金納入日 検尿②

フッ化物洗口

21 木 完全下校

22 金 １・２年遠足「伏見港公園」

23 土

24 日

25 月 委員会活動② 眼科検診13：30～ まなび教室開校式

26 火 2～5年 非行防止教室

27 水
東中チャレンジ体験～29日 内科健診1・3・5年・く

フッ化物洗口

28 木
新体力テストAM
給食後完全下校

29 金

30 土 休日参観・引き渡し訓練 PTA総会

31 日

１日（月）代休日

               プール清掃

８日（月）委員会活動

１０日（水）歯科検診

１７日（水）朝会・児童朝会

２日（火）耳鼻科検診

５日（金）４年社会見学「水環境保全センター」

１７日（水）モノづくりの殿堂４年

２２日（月）クラブ活動

２９日（月）委員会活動


